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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工

業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済

産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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序文 

この規格は，2016 年に第 1 版として発行された ISO/TS 9002 を基に，技術的な内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本工業規格であり，JIS Q 9001:2015 の品質マネジメントシステムの要求事項の適用に

関して利用者を支援するために作成した。 

この規格は，JIS Q 9001:2015 についての手引を，箇条 4～箇条 10 に箇条ごとに関連付けながら提示して

いる。ただし，JIS Q 9001:2015 の附属書 A 及び附属書 B についての手引は示していない。JIS Q 9001:2015

の各箇条において列挙した項目（箇条書きした項目）と提示した手引との間に直接的な関連が存在する場

合は，この規格の箇条の中で示す。 

この規格では，組織が実施可能なことの例を挙げているが，JIS Q 9001 に新たな要求事項を追加するわ

けではない。この規格に挙げた例は確定的なものではなく，単に可能性を示すものであり，必ずしも全て

の例がどの組織にも適するとは限らない。 

JIS Q 9001 は，客観的に監査又は評価できる要求事項を含んでいる。この規格は，品質マネジメントシ

ステムの実施，及び品質マネジメントシステムと組織の全体的なマネジメントシステムとの関係の強化と

の両面で参考になる例，説明及び選択肢を含んでいる。この規格の指針は，JIS Q 9001 の品質マネジメン

トシステムのモデルに沿っているが，JIS Q 9001 の要求事項の解釈を与えること，又は監査若しくは評価

の目的のために使用されることを意図していない。 

この規格は，JIS Q 9001 の要求事項が一般的なものであるのと同様，あらゆる業種・形態，規模，成熟

度の組織，あらゆるセクターに属する組織，及びあらゆる地理的場所にある組織が使用できる。しかし，

組織がこの手引をどのように適用するかは，組織の規模又は複雑さ，組織が適用するマネジメントモデル，

組織の活動の範囲，組織が遭遇するリスク及び機会の性質などの要因によって異なることがあり得る。 

リスクとは，品質マネジメントシステムに内在する不確かさのレベルである。リスクはあらゆるシステ

ム，プロセス及び機能に存在する。リスクに基づく考え方は，品質マネジメントシステムの設計及び使用

全体を通じて，これらのリスクが決定され，考慮され，管理されることを確実にする。 

JIS Q 9001 の 2008 年版では，提供しようとする製品の影響に基づいて外部提供者に対する管理の方式及

び程度を決定する要求事項，明確化された不適合の潜在的影響に基づいて是正処置をとる要求事項などに，

リスクに基づく考え方が含まれていた。 

また，JIS Q 9001 の 2008 年版には予防処置に関する箇条が含まれていた。リスクに基づく考え方を用い

ることで，リスクの検討がより完全となる。リスクの早期の特定及び処置を通じて望ましくない影響を防

止又は低減するという点で，後手に回るのではなく先手を打つことになる。リスクに基づくことで，マネ


